
議案第５１号 

さいたま市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の制定

について

 さいたま市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例を次のよう

に定める。

平成２７年２月４日提出

さいたま市長 清 水 勇 人  

   さいたま市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

 市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。こ

の場合において、勤務時間その他の勤務条件に係る命令及び承認については、市教育

委員会が行うものとする。 

   附 則 

（施行期日）

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ この条例の規定は、この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６号）附則第２条第１項の規定

によりなお従前の例により在職するものとされる同法による改正前の地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第１６条第１項の教育

委員会の教育長については、適用しない。


